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（議 長） 

 ただいまから、10月の農業委員会を開催いたします。 

(開会あいさつ) 

 本日は､付議事項として 4議案がございますが、その前に新規認定農業者の案件について

追加審議がありますのでよろしくお願いします。 

（事務局） 

 新規認定農業者について申請概要を説明。 

（新規認定農業者） 

 はじめまして、今後、肥土山地区において、ミカン等の柑橘栽培を行っていく予定です

ので、農業委員さんのご指導よろしくお願いします。 

（佐伯委員） 

 肥土山地区は、以前は、ミカンの産地であったが、現在、荒廃農地も増えてきており、今

後の活躍に期待しております。 

（議 長） 

 他に質問は、ありませんか。ないようなので決議に移ります。 

 承認してよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 承認されました。今後の活躍を期待しております。 



 それでは通常審議に移ります。 

 議事に入る前に議事録署名人をお願いしておきます｡ 

 谷委員､中黒委員よろしくお願いします｡ 

 議案第 1号「農地の権利移動承認について」の（33番）審議に入ります。 

 事務局からご説明いたします。 

（事務局）  議案書、ページ、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、議案第 1号第 33番について、担当地区、谷委員より説明お願

いします。 

（谷委員） 

 議案第 1号第 33番の場所については、大木戸地区 1筆となります。譲渡人、譲受人は兄

弟にあたり今回、譲渡となった、調査した結果、特に問題ないと思われます。 

（議 長） 

 説明は終わりましたので、皆さんからご質問はありますか。 

 質疑が無いようですので、決議に移ります。 

 議案第 1号第 33番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 議案第 1号第 33番について、原案のとおりご承認いただきました。 



続きまして、議案第２号「農用地利用集積計画の承認について」（11番）の審議に入りま

す。 

 事務局からご説明いたします。 

（事務局）   

議案書、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、議案第 2号第 11番について、担当地区、谷委員より説明お願

いします。 

（谷委員） 

 11番については小瀬地区の案件であります。以前、申請があった案件ですが書類等に不

備があったため、今回再申請です。申請地ではオリーブを栽培する予定で調査した結果、

問題ありません。 

（議 長） 

説明は終わりましたので、皆さんからご質問はありますか。 

（中黒委員） 

 相続登記は、されていないが問題はないのか。 

（事務局） 

 問題ありません。関係書類は提出してもらっています。 

（議 長） 



 他にありませんか。質問ないようなので決議に移ります。 

 議案第 2号第 11番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 議案第 2号第 11番について、原案のとおりご承認いただきました。 

続きまして、議案第 3 号「農用地利用集積計画（中間管理）の承認について」（5 番）の

審議に入ります。 

 事務局からご説明いたします。 

（事務局）   

議案書、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、議案第 3 号第 5 番について、担当地区の中村委員より説明お

ねがいします。 

（中村委員） 

 5番については、渕崎地区の案件です。申請地は現在、オリーブ栽培をしており、今後を

考え、今回、農地機構を通して貸借となった。何も問題ありません。 

（議 長） 

 説明は終わりましたので、皆さんからご質問はありますか。 

 質問ないようなので決議に移ります。 



 議案第 3号第 5番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 議案第 3号第 5番について、原案のとおりご承認いただきました。 

続きまして議案第 4号「非農地証明願承認について」（6・7番）の審議に入ります。 

 事務局からご説明いたします。 

（事務局）   

議案書、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、議案第 4 号第 6 番について、担当地区であります中黒委員よ

り説明お願いします。 

（中黒 

委員） 

 6番の場所は、鹿島地区にあたり、現状山林化になっており問題ありません。 

（議 長） 

 説明は終わりましたので、皆さんからご質問はありますか。 

質問ないようなので決議に移ります。 

 議案第 4号第 6番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 



（議 長） 

 議案第 4号第 6番について、原案のとおりご承認いただきました。 

続きまして 7 番について審議に入ります。担当地区であります谷委員より説明お願いしま

す。 

（谷委員） 

 7番の場所は、大木戸地区にあたり、現状山林化になっており問題ありません。 

（議 長） 

 説明は終わりましたので、皆さんからご質問はありますか。 

質問ないようなので決議に移ります。 

 議案第 4号第 7番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 議案第 4号第 7番について、原案のとおりご承認いただきました。 

 

 協議・報告事項は、以上です。 

 皆さまから何かありませんか。 

 なければ、これで閉会とします。本日はありがとうございました。 

 

 



閉会時刻 14時 15分 

  議事録署名人   議    長 濵中 紀仁 

           議事録署名人 谷 忠敏 

           議事録署名人 中黒 哲也 


